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一般社団法人 日本損害保険協会 北陸支部（委員長：奥田 健太郎・損害保険ジャパン株式会社 金沢支店

長）では、北陸3県の損害保険代理業協会等と連携して、保険金に関する災害便乗商法の注意喚起等を実施

します。 

近年、火災保険・地震保険に関して、訪問、インターネット広告、ＳＮＳ等で、「保険が使える」「保険金

請求をサポートする」などと言って勧誘する業者とのトラブルが急増しています（注１）。 

悪質な業者は自然災害に乗じて勧誘することが多いため、当支部では、雪害等が想定される厳冬前の11月

14日（月）から12月13日（火）を「注意喚起集中取組月間」に設定しました。同期間中には、北陸3県の

損害保険代理業協会と連携して、特に狙われやすい高齢の保険契約者を中心に注意喚起を行い、以下を訴求

していきます。 

〇『保険が使える』等といわれたら､ご自身でご加入の損害保険会社や損害保険代理店にまず相談する 

〇 保険金の請求はご自身で簡単に行うことができ、手数料なしで申請できる 

〇 損害保険会社・損害保険代理店にご連絡いただければ、ご請求方法を詳しくご説明させていただく 

また自治体・消費生活センター等と連携して「住宅修理サービストラブル注意喚起チラシ」（注３）も活用

して、災害便乗商法の存在を広く周知し、同商法への注意喚起・訴求を行います。当支部では、上記の取組

みを通じ、ご契約者が災害に便乗した保険のトラブルに巻き込まれないよう、取組を進めていきます。 

 

(注１）2021 年度に消費生

活センターに寄せら

れた住宅修理サービ

ストラブルの相談件

数は、５年前の３倍に

増加しています。 

     

 

https://www.sonpo.or.jp/news/caution/syuri.html 

 

（注２）国民生活センターが9月14日に公表した「高齢者とそのまわりの方に気を付けてほしい消費者トラブル 最 

新10選」の中に、「保険金で住宅修理できると勧誘する“保険金の申請サポート”」がとりあげられています。 

   https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220914_1.html 

 （注３）「保険が使える」・「保険金請求をサポートする」などと言って勧誘する業者とのトラブル防止を目的に、消費   

者庁・金融庁・警察庁および独立行政法人国民生活センターの協力を得て、2022年度は、「住宅修理サービストラ

ブル注意喚起チラシ」を130万部作成し、会員会社や各地域の消費生活センター等を通じて、保険契約者や一般消

費者に配布し、トラブルの防止に取り組んでいます。 

  

北陸 3県で保険金に関する災害便乗商法の注意喚起  

～ 11月 14日～12月13日を注意喚起集中月間に設定 ～ 

※上記のデータは、2022年4月30日までのPIO-NET（国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活

に関する相談情報を蓄積しているデータベース）登録分。なお、消費生活センター等からの経由相談は含まれていない。 

https://www.sonpo.or.jp/news/caution/syuri.html
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220914_1.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

＜チラシ裏＞ 

〈チラシ（表）〉 

 

＜チラシ表＞ 

 

〈チラシ（表）〉 

 


